
令和８年度「徳島県獣医師修学資金貸与制度」募集要領 

１ 募集人員及び学年 

獣医学を履修する課程に在学している１年生から６年生の５名程度 

２ 募集期間（受付期間） 

令和８年６月２９日（月）から７月３１日（金）まで 

３ 徳島県獣医師修学資金制度の概要 

（１） 貸与期間 

最長で６年間まで 

 

（２） 申請に必要な書類修学資金貸与申請書、在学証明書、成績証明書、推薦書、

健康診断書、戸籍謄本、所得証明（主たる家計支持者） 

＊ただし、成績証明書については１年生は不要。 

 

（３） 貸与制度の種類 

次の２つの事業で実施します（それぞれ条件は異なります。） 

①申請窓口：徳島県生活環境部安全衛生課 

● 徳島県獣医師修学資金貸与事業 

「徳島県獣医師修学資金貸与条例」に基づき貸与を実施する制度 

（金額）月額２２万円（私立） 

    月額１２万円（国公立） 

②申請窓口： （公））徳島県産協会  

● 徳島県獣医師職員養成・修学資金給付等事業 

「農林水協省・獣医療提供体制整備推進総合対策事業」を活用する制度 

      （金額）月額１８万円（私立） 

          月額１０万円（国公立） 

    

   ※両修学資金貸与事業の違いについて 

    徳島県獣医師職員養成・修学資金給付等事業については、公益）団法人徳島

県産協会 が実施する国の補助事業であり、協業動物に係わる県機関（農林

水協部所管）での勤務が修学資金の返還の免除要件となっています。 



そのため、原則、県へ新規採用となり業務従事期間を満了するまでは、家産

保健衛生所など農林水協部所管の県機関への勤務が必要となります。 

 

（４）詳細は、令和８年度年度徳島県獣医師職員養成・修学資金貸与等事業「獣医

師修学資金制度」のしおりを参考にしてください。 

（６月中旬までに各大学へ送付します。徳島県ホームページにも掲載していま

す。） 

参考：徳島県ホームページ 

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shokunoanzen/7240162/ 

４ 徳島県獣医師修学資金の選考 

（１） 貸与申請者に対する口述試験 

８～９月中開催予定（申請者に対して連絡いたします。） 

（２） 選考方法 

徳島県獣医師修学資金貸与事業選考委員 にて貸与の決定をします。 

 

５ 申込方法 

申し込みは、持参による方法と郵送による方法があります。 

受付期間経過後の申し込みは受け付けしませんので十分注意してください。 

 

（１） 持参による申し込み 

受付期間中の執務日の午前８時３０分から午後５時までに徳島県生活環境部

安全衛生課又は（公））徳島県産協会 に提出してください。 

 

（２） 郵送による申し込み 

封筒の表に「修学資金申込」と朱書きし、必ず「書留郵便」により徳島県生

活環境部安全衛生課又は（公））徳島県産協会 宛て送付してください。 

７月３１日以降でも、７月３１日までの消印があり、７月３１日午後５時ま

でに着いた場合に限り受け付けます。 

 

（３） 各事業の重複申し込み 

「徳島県獣医師修学資金貸与事業」及び「徳島県獣医師職員養成・修学資金

給付等事業」の両事業に重複申請することが可能です。 

但し、貸与決定となるのは１事業となります。 



６ 問い合わせ先 

徳島県生活環境部安全衛生課 
〒 770-8570 徳島市万代町１丁目１番地 

 TEL088-621-2229 FAX088-621-2848 

E-mail:anzeneiseika@pref.tokushima.lg.jp 

公益）団法人徳島県産協会  
〒 770-0011 徳島市北佐古一番町６１－１１ 

 TEL088-634-2680 FAX088-637-0009 

E-mail:awano36@mandala.ne.jp 

徳島県農林水協部産協振興課 
〒 770-8570 徳島市万代町１丁目１番地 

 TEL088-621-2419 FAX088-621-2857 

E-mail:chikusanshinkouka@pref.tokushima.lg.jp 


